
公糞負担医療の見直し   



障害に係る公糞負担医療制度の再編について  

＜見直し後＞  ＜現 行＞  

平
成
十
八
年
四
月
に
新
体
系
に
移
行
 
 
 

精神通院医療  
（精神保健福祉法）   

更生医療  
（身体障害者福祉法）  

育成医療  
（児童福祉法）  
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自立支援医療の対象者、自己負担の概要  
1．対象者＝従来の更生医療、育成医療、精神通院医療の対象者であって一定所得未満の者（対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり）  

2．給付水準＝自己負担については1割負担（E＝∃部分）。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費（標準負担額）  

については自己負担。  

0万≦市町村民税（所得害  

公  

（医  

※1（手 育成医療（若い世帯）における負担の激変緩和の経過措置を実施する。  
② 再認定を認める場合や拒否する場合の要件については、今後、実証的な研究結果に基づき、制度施行後概ね1年以内に  

明確にする。  

※2（手 当面の重度かつ継続の範囲  
・ 疾病、症状等から対象となる者  

精神… …  統合失調症、操うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害（依存症等）  

精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者  
更生一育成・－・・・  腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害  

・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者  

精神・更生・育成・・医療保険の多数該当の者  
② 重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。  

※3 「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。37   



あなたの負担はこうなります（自立支援医療）  

精神通院医療  更生医療  育成医療  

① 医療保険の負担上限親まで、医療費を1割負担していただきます。  

②原則は、医療保険の負担上限鎮まで1割負担ですが、所得の低い方にはより低い上限額を設定します。  

＜上限額＞  

・低所得2・t市町村民税非課税世帯  
（3人世帯であれば、障害基礎年金1級を含め  
て概ね300万円以下の年収の方）  

・低所得1・・市町村民税非課税世帯で障害者の収入が年収80  

万円（障害基礎年金2級相当額）以下の方   

※自立支援医療の「世帯」の範囲   
医療保険単位（＝異なる医療保険に加入している家族は、  

別「世帯」になります。）  

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
 
 

④育成医療については、対t書に苦い  

＜上限額＞  
・中間層2‥市町村民税額（所得割）が2万円以上20万円未満の世帯の方  
・中間層1＝市町村民税額（所得割）が2万円未満の世帯の方  医療保険の負担上   

限の起算点  ＊‾定所得以上・・市町村民税額（所得割）が20万円以上の世帯の方■ （3年¶の経過稚t）  

＜当面の「重度かつ継続」の範囲＞  
・疾病等から対象になる者  
精神通院医療：統合失調症、うつ病・躁うつ病、てんかん  

認知症等の脳機能障害、薬物関連障害（依存症等）  
一定以上の経験を有する医師が状態懐から判断し責  

更生・育成医療：腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害  

以上：20  

中間層2  10．000円  

中間層1：   5  

定率負担り」勤  
（医療♯に応じ）  ・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者  

38   ※この資料は、18年4月時点での利用者■担及び軽減槽tを紀鼓したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見止しを行う際に、   利用者1担についても、併せて見止しを行います。  



施行スケジュール等   



障害者自立支援法の施行スケジュール  
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※1施行後概ね5年間（平成24年3月末までの政令で定める日までの問）で移行。  

※2児童入所施設の利用事務の市町村移譲及び施設再編については、概ね5年後の施行を目途に3年以内に結論を得る。  40   



障害者自立支援法の施行に向けた当面のスケジュール（主なもの）  ○国提示・市町村等の対応  

区 分  
17年   18年  

12月   1月   2 月   3 月   4月以降   

利用者負担の見直し  （施行）   

（福祉サービス、自  ・利用者への周知・説明、負担額の見直し手続、利用者負担上限月額の決定等  
立支援医療）  

障害程度区分・  ○障害程度区分の提  01次判定ソフトのイン  01次判定ソフトの配  ・市町村審査会委員定  ・準備支給決定（～里月）   
ケアマネジメント  トフェース提示   布   例制定   （申請受付、認 調査、市町村 査  

○相談支援事業者の指  ○相談支援事業者の指   会、支給決定）  
定の考え方の提示  定運営基準・報酬告  

9月）   

基準・報酬  ○基本的な考え方の  ○サービスごとの基準  ○同左（新体系）   ○指定運営基準・報酬  （旧体系の見直しの施行）   

（旧体系■新体系）  提示   に関する考え方の提  ○指定運営基準・報酬  告示   ・新体系サービスに係る事業者の準備  
示（旧体系）   告示案  指定（～9月）   

地域生活支援事業   ○基本的な考え方の  ○実施要綱の通知   ○交付要綱の通知   
提示（補助金の配  

分方法等）   

障害福祉計画  ○基本的な考え方の  ○基本指針素案の提示  ○基本指針の告示   ・施設・事業所の移行希望確認（4月  

の提示  

支  ○システムインターフエース仕様書  

ン  

ス  ○事務処理システム標準仕  ○システムインタづⅠ－ス仕様書  ○サービスコード表（5月）  

丁  様   ・市町村システムの開発（18年度中）   
ム   

政  ○政令・省令の公布  
省  

令   ○ハロデリック］メントの実施  ○政令・省令の公布  

全国課長会議・部局   ○障害程度区分   
長会議  

○地域生活支援事業の  ○地域生活支援事業の  4月以降も随時実施  
○サービス内容  実施要綱案  実施要綱  
○地域生活支援事業  ○指定運営基準・報酬  

（補助金の配分方  告示案  
法等）  ○相談支援事業者の指  ○基本指針告示案・移  

○障害福祉計画  定の考え方  行希望確認  
018年度予算案  ○政省令案   
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